
【表紙】  

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年６月６日

【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長　　金上　孝

【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番１号

【事務連絡者氏名】 伊藤　晃

 連絡場所　東京都千代田区有楽町一丁目12番１号

【電話番号】 03-6250-4740

【届出の対象とした募集内国投資
信託受益証券に係るファンドの名
称】

三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為

替ヘッジあり＞（年１回決算型）

【届出の対象とした募集内国投資
信託受益証券の金額】

当初自己設定額　１億円
継続募集額　上限１兆円

【縦覧に供する場所】 該当ありません
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Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 

平成28年２月12日に届出済みの有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の情報を更新等す

るため、提出するものです。

 

Ⅱ【訂正の内容】

 

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、原届出書の更新後の内容を

記載する場合は＜更新後＞とし、原届出書に追加される内容を記載する場合は＜追加＞とします。

 

 
第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

［ファンドの目的・特色］

＜更新後＞

（略）

（略）
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（略）

 
（２）【ファンドの沿革】
＜更新後＞

平成28年２月29日 設定日、信託契約締結、運用開始
 

（３）【ファンドの仕組み】

③委託会社の概況

＜更新後＞

・資本金

2,000百万円（平成28年３月末現在）

（略）

・大株主の状況（平成28年３月末現在）

（略）
 
３【投資リスク】
（２）投資リスクに対する管理体制
＜更新後＞
（略）
〔再委託先の投資リスクに対する管理体制〕

ＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッドにおいては、運用担当者は、三菱ＵＦＪ国際投信
が定めたガイドラインの制限の中で運用を行い、組入比率やポートフォリオの投資制限の遵守状況
を常時モニターします。（略）
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（３）代表的な資産クラスとの騰落率の比較等
＜更新後＞
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】

＜更新後＞
（略）

①個人の受益者に対する課税
（略）
１．収益分配金の課税

（略）

原則として、20.315％（略）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。

（略）
２．解約時および償還時の課税

（略）
20.315％（略）の税率による申告分離課税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（略）の税率で源泉徴収され、原

則として、申告は不要です。

（略）
※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ（未
成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご利用の
場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および
譲渡所得が一定期間非課税となります。
（略）

②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還
時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（略）の税率で源泉徴収されます。地
方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
 

◇個別元本について
（略）

 
※上記は平成28年３月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

なることがあります。
（略）
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５【運用状況】

＜更新後＞

（１）【投資状況】

記載事項はありません。

 

（２）【投資資産】

記載事項はありません。

 

（３）【運用実績】

記載事項はありません。

 

（４）【設定及び解約の実績】

記載事項はありません。
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［参考情報］
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第３【ファンドの経理状況】

＜更新後＞

記載事項はありません。

ファンドの会計監査は、委託会社の指定する監査法人が行います。監査証明を受けたファンドの財

務諸表は、有価証券報告書に記載されます。

委託会社は、信託財産に係る財務諸表の作成にあたっては、「財務諸表等の用語、様式及び作成方

法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）の定めるところによります。

委託会社は、信託財産に係る中間財務諸表の作成にあたっては、「中間財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）の定めるところによります。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

＜更新後＞

平成28年３月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、

211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

 

２【事業の内容及び営業の概況】

＜更新後＞

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信

託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用

業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成28年３月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託

を除きます。）

 

商品分類
本　数 純資産総額
（本） （百万円）

追加型株式投資信託 769 10,113,768

追加型公社債投資信託 21 1,459,695

単位型株式投資信託 57 591,631

単位型公社債投資信託 2 59,098

合　計 849 12,224,193

 

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
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第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

＜更新後＞

（略）

②資本金の額：324,279百万円（平成27年９月末現在）

（略）

 

（２）販売会社

＜更新後＞

①名称
②資本金の額

（平成27年９月末現在）
③事業の内容

髙木証券株式会社 11,069 百万円
金融商品取引法に定める第一種金
融商品取引業を営んでいます。

三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社

40,500 百万円
金融商品取引法に定める第一種金
融商品取引業を営んでいます。

 

３【資本関係】

＜更新後＞

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成28年３月末現在）

（略）
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